
 

 

 

 

 

 

 

 

職業訓練の実施等による特定

求職者の就職の支援に関する法

律施行規則の一部を改正する省

令案要綱 
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職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

（
職
業
安
定
局
関
係
）

第
一
・
二

略

第
三

職
業
訓
練
受
講
給
付
金
の
改
正

職
業
訓
練
受
講
給
付
金
に
寄
宿
手
当
を
新
設
し
、
特
定
求
職
者
が
認
定
職
業
訓
練
等
を
受
け
る
た
め
同
居
の
配
偶
者
等
と

別
居
し
て
寄
宿
す
る
場
合
に
、
給
付
金
支
給
単
位
期
間
当
た
り
一
万
七
百
円
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条

の
二
関
係
）

第
四
・
五

略

第
六

施
行
期
日

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
一
部
及
び
第
四
は
同
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

略

三

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

別紙


